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関する取り組み 
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旧・地理情報システム（GIS） 

関係省庁連絡会議事務局 

 

 

１．地理情報システム（GIS：Geographic Information System）とは 
 

地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ（空間データ）を
総合的に管理・加工し、視覚的に表現し、高度な分析や迅速な判断を可能にする
システム 

 
２．これまでのGIS政策推進の基本的枠組み 
 

（１）ＧＩＳに関する基本認識 

・地理情報システム（ＧＩＳ）は、今後、社会経済活動の広範な分野において諸活動の

効率化、迅速化、確実化、機能の充実、コストの削減等多様な効果が得られるものと

して、極めて大きな役割を果たすもの 

・ＧＩＳの利用を支える地理情報（地図データ、統計情報等）は、社会全体に豊かさ、

安全性、快適性の向上等従来の社会基盤に匹敵する利益をもたらす新たな社会基盤 

（２）ＧＩＳ政策の推進体制 

・1995年に「地理情報システム（ＧＩＳ）関係省庁連絡会議」を設置し、その整備と相

互利用の環境づくり等を、政府一体となって計画的に推進 

 

○地理情報システム（ＧＩＳ）関係省庁連絡会議 
 

（目的）各行政機関によるＧＩＳの効率的な整備及びその相互利用を関係省庁の密接な

連携の下に促進する 
（構成）議  長  内閣官房副長官補 

構 成 員  関係府省局長クラス（19名：議長含む） 

庶務担当  内閣官房、国土交通省国土計画局、国土地理院 

 
 
 

資料 ４ 



３．ＧＩＳに関する政府の取り組みの経緯 
 

1995年 9月 「地理情報システム（GIS）関係省庁連絡会議」設置 

1996年 12月 「国土空間データ基盤の整備及びGISの普及の促進に関する長期計画」決定 
   ← 政府の取り組みの基本方針（基盤の整備と普及）を確認 

1999年 3月 「国土空間データ基盤標準及び整備計画」決定 
    ← 基盤的な地図データの項目を標準として定め、整備計画を決定 

2000年 10月 「今後の地理情報システム（GIS）の整備・普及施策の展開について」申合せ 
    ← 政府の保有する基盤的な情報の電子化・提供を重点的に推進 

2002年 2月 「GISアクションプログラム2002-2005」決定 
    ← 基盤環境の概成とそれを活用したサービスの実現へ 

2005年 9月 「測位・地理情報システム等推進会議」の設置に伴い、 
「地理情報システム（GIS）関係省庁連絡会議」を廃止 

 

４．「ＧＩＳアクションプログラム2002-2005」 
    ～ＧＩＳにより豊かな国民生活を実現するための行動計画～ 

 

（１）計画期間 2002～2005年度 

（２）計画の目指すべき姿 

    ＩＴ社会の実現時に 

     ①様々な行政分野における効率化・迅速化、サービスの質の向上 

     ②産業分野における新しいビジネスモデルの創造、新規雇用の形成 

     ③国民生活全般における安価で質の高い各種サービスの享受 など 

    が可能になることを目指す。 

（３）計画目標 

○ＧＩＳを利用する基盤環境の概成 

・国土空間データ基盤に関する標準化と政府による率先使用 

・地理情報の電子化・流通を促進する観点からの制度・ガイドラインの整備 

・空間データ基盤に該当する項目の電子化を概ね終了し、広く提供 

・ＧＩＳの本格的な普及を支援 

○政府の各分野において、ＧＩＳを有効に利用し、行政の効率化と質の高い行政サービ

スを実現 

（４）計画の進捗状況 

・地理情報標準をＪＩＳ化するなど、異なる主体により整備された空間データの相互利

活用が容易に行える環境を整備 

・「政府の地理情報の提供に関するガイドライン」を作成するなど、地理情報の電子化・

流通を促進 

・数値地図２５００や数値地図２５０００等の地理情報をインターネットで提供するな

ど、空間データ基盤の電子化・提供を推進 

・防災情報の提供、統計ＧＩＳプラザ等、ＧＩＳを使った質の高いサービスを提供 



地理情報は諸活動の基本

例えば、「家を建てる」、「電車で移
動する」、「店舗を展開する」等々の
活動は、「建築規制」、「交通ネット
ワーク」、「駅と目的地の位置関係」、
「人口・顧客分布」といった空間的な
位置や範囲、それに関連づけられた
情報（地理情報）が基礎となる。

地理情報システム（ＧＩＳ）とは
（ＧＩＳ：Geographic Information System）

地理情報： 地球上の位置や範囲と明示的に関連づけられた自然、社会、経済
等に関する情報

地理情報システム（ＧＩＳ）： 地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を
持ったデータ（空間データ）を総合的に管理・加工し、視覚的に表現し、高度な
分析や迅速な判断を可能にするシステム
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ＧＩＳアクションプログラム2002ｰ2005のイメージ

基盤的な地図データの整備

地図データと重ね合わせる様々な情報の整備

民間の地図
データ

政府が保有する基盤的地図の
電子化（更新）及び提供

防災情報システム 環境管理

行政分野

様々な情報サービス

国民生活分野
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重ね合わせて分析・表示

相互利用が可能になるよう標準化の推進（地理情報標準、Ｇ－ＸＭＬ）

行政の地図データ

地方公共団体が保有する基盤
的地図の電子化等の推進

民間データ 行政データ

各種ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

空中写真、
衛星画像

主題図ﾃﾞｰﾀ 各種台帳ﾃﾞｰﾀ

統計ﾃﾞｰﾀ

（保有する統計・台帳デー
タ等の電子化・提供）

電子政府・電子自治
体の推進に合わせ、
ＧＩＳを活用した行政
の効率化等を推進

ＧＩＳの本格的な普及支援

地域への支援、新規サービ
ス創出支援、関連技術開発等

ＧＩＳを利用する基盤環境の整備 ＧＩＳによる豊かな国民生活の実現

＜主な施策は赤枠＞


